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令和７年１１月１９日 

  

  行 田 市 議 会 

  議長 福島 ともお 様 

  

 

                        健康福祉常任委員会 

                        委員長 田 中 和 美 

  

特定事件の先進市視察結果について（報告） 

 

 去る９月定例市議会において、当委員会に付託された特定事件について、  

下記のとおり先進市視察を実施したので、その結果を報告いたします。 

 

記 

 

 １ 日  時    令和７年１０月２７日（月）～２９日（水） 

 

 ２ 視 察 先    岩手県北上市、山形県天童市、福島県伊達市 

 

 ３ 視察内容    別紙のとおり 

 

 ４ 参 加 者    委 員 長  田 中 和 美 

           副委員長  野 本 翔 平 

           委  員  橋 本 祐 一 

           委  員  斉 藤 博 美 

           委  員  岩 﨑   彰 

           委  員  養 田 英 雄 

           随  行  進 藤 翔 太 
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岩 手 県 北 上 市 の 概 要 

北上市は北上盆地のほぼ中央に位置しています。北上川と和賀川が合流する

肥よくな土地に美しい田園地帯が広がり、西に奥羽山脈、東に北上山地の美し

い山々が連なる豊かな自然に恵まれています。 

古くから交通の要衝として栄え、国道 4号、JR東北本線の南北幹線と、国道

107号、JR北上線の東西幹線が交差して旧来の市の骨格はつくられました。現

在では東北新幹線、東北縦貫自動車道、東北横断自動車道釜石秋田線などの高

速交通体系も整備され、「北東北の十字路」として交通の利便性がますます高

まっています。 

現在の北上市は、旧北上市、和賀町、江釣子村の 3市町村合併により平成 3

年 4月 1日に誕生しました。令和 3年には市制施行 30周年を迎え、人口は約 9

万 2千人となっています。農業産出額・製造品出荷額とも県下有数で、農業と

工業のバランスのとれた活気ある都市として注目を集めています。 

観光地としても見どころが多く、令和 3年に開園 100周年を迎えた桜の名所

「展勝地」、同じく令和 3年に第 60回を迎えた北上・みちのく芸能まつりを

はじめ、県内最大級のスキー場、キャンプ場などのアウトドア施設やサイクリ

ングロードも充実。年間を通して全国各地から観光客が訪れます。 

北上市は、令和 2年度にまちづくりの将来像を「“うきうき”“わくわく”

するまち北上」と定めました。江戸時代の盛岡藩、仙台藩の境界に位置する藩

境のまちとして「誰にでもオープンな文化」、企業誘致などを先駆ける「前に

すすみ続けるまち」、その力を体現した「KitaComing! 北上市」を合言葉に、

市民と共に“うきうき”“わくわく”するまちを目指して、北上市は常に進み

続けています。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和７年度一般会計当初予算 ５１２億円 

市制施行  平成 ３年 ４月 １日 

人  口  ９０，６８０人 （令和７年 ９月３０日現在） 

面  積  ４３７．５５平方キロメートル 

議員定数  ２６人
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◆北上市モバイルクリニックについて 

 

１ 「モバイルクリニック」とは 

 モバイルクリニック事業とは、オンライン診療のための専用車両が、看護師と

一緒に通院困難な高齢者等の自宅付近へ出向き、かかりつけ医が車内でビデオ

通話を使用したオンライン診療を行う新しい医療提供の形態。 

 モバイルクリニックのメリットとしては、電車、バスの利用が不要なこと、家

族による送迎が不要なこと、病院での待ち時間短縮などの患者・家族の通院負担

の軽減及び看護師支援による診療の質の向上があげられる。 

 

２ モバイルクリニック導入の背景及び経緯について 

（１）背景 

北上市の医療課題として、郊外の高齢化率が４０％を超える地域もあること、

病院までの通院が大変なこと、病院や診療所がない地域があることなどがあげ

られ、これらの課題を解決するために、オンライン診療の活用を検討すること

とした。 

（２）経緯 

  東北初の事例として、市内１６地区のうち病院・診療所がない８地区の患者

を対象に令和 4年 11月 15日から令和 5年 2月 22日まで実証実験を実施。北

上済生会病院通院中の対象者２３名（４４件）の診療を行った結果、利用者か

ら「通院の負担が減り、助かった」などとの喜びの声を受けた。患者の負担や

家族の負担が軽減されること、事業継続などの希望もあり、令和５年度から本

格運用実施に至る。 
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３ 本格運用の概要について 

 （１）事業概要 

 内容 

事業開始日 令和６年１月２５日（木） 

対象者 

・協力医療機関に通院中の方（在宅医療患者は除く） 

・慢性疾患で定期的に受診しており、病状が安定している方 

・医師による診療手技が不要な方（胃管交換・ブロック注射等） 

・介護施設や障がい者施設 

地区 
病院・診療所がない８地区（和賀、藤根、岩崎、稲瀬、口内、

黒岩、二子、更木） 

医療機関 市内１１医療機関 

診療日 月～金曜日（年末年始・祝日除く） 

看護師 市任用看護師１～２名、機器操作者１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）導入費用 

年度 費用 

令和４年度 
２，７００万円（実証実験段階） 

※デジタル田園都市国家構想交付金を活用 

令和５年度 
４，５００万円（本格運用に向けた費用） 

※車両購入費等（一般財源） 

令和６年度 ３，５００万円（運用開始：一般財源） 
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費用の内訳として、看護師を北上市の会計年度任用職員として採用している

ほか、ドライバーについては、車両を管理しているモネ・テクノロジーズから東

日本交通社へ業務委託している。 

なお、運用に関しては、該当する交付金がないことから、すべて一般財源で事

業実施している。 

（３）それぞれの役割について 

 内容 

市の役割 
・事業実施主体及びプロモーション 

・関係者間の調整・会議運営 

委託業者の役割 

・車両整備 

・車両の運行（配車予約システム（モネケア）保守を含む） 

・車両使用の医療機器の整備 

・通信機器（PCなど）の整備 

看護師の役割 

・診療にかかる書類の処理 ・診療日に患者予約確認電話 

・患者の車両誘導     ・診療前のバイタル測定 

・診療補助        ・次回予約等の管理 

医療機関の役割 

・オンライン診療研修の受講 

・看護師の任用に係る市との連携 

・配車予約用のパソコン等の用意 

・通院中の患者への事前説明及び同意確認 

・市任用の看護師への患者情報の提供 

・事業に関する会議及び定期的な会議への出席 

薬局の役割 

・病院、診療所からの処方箋受取 

（FAX⇒後日、原本送付を想定） 

・モバイルクリニック患者への服薬指導 

（薬局・訪問・オンライン） 

・薬のお渡し（直接・郵送） 
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４ 主な質疑 

問．市及び医療機関のメリットはなにか。  

答．市としては、医師不足及びコストの削減があげられる。医療機関としては

往診の負担軽減や雪の時期の病院での待ち時間の短縮などがあげられる。 

問．医師が診察などで直接触れる必要はないのか。 

答．診察の基本は「問診」「触診」「視診」の３つであるが、触診は難しいが、

オンライン聴診器や看護師の補助を上手く行うことで、問診及び視診は行

えていると考えている。 

問．１人当たりの診療時間は。 

答．約１０分程度。平日の日中で、通常の患者の診療の合間に行っている。 

問．移動手段等に問題があれば、対象地域外でも利用可能か。 

答．医師の同意があり、駐車場確保ができれば可能である。 

問. 専用車両は何台あり、看護師は何人体制で実施しているのか。 

答. 車両は１台で看護師は４名シフト制で行っている。 

問. 運用開始までに困難なことや課題は何か。 

答. 看護師の任用や医師との調整があげられる。 

問. 看護師と医師でオンラインでの連携は上手く行えているか。また、開始後

に何か問題等は発生していないか。 

答. 連携はしっかりできていると考えている。また、問題等は現時点で発生し

ていないが、仮に診察中に異変等があった場合には、同意書に記載しても

らっている病院に搬送することとなっている。 
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山 形 県 天 童 市 の 概 要 

 

天童市は、山形県のほぼ中央部に位置し、南は立谷川を境に山形市、西は最上

川を境に寒河江市と西村山郡の河北町、東村山郡の中山町、北は乱川を境に東根

市と隣接しています。県庁所在地である山形市に隣接しているほか、東北最大の

都市である仙台市まで車で約１時間となっており、通勤、観光等に利便性の高い

位置にあります。また、公共交通機関としても、山形新幹線が停車するほか、山

形空港へも車で約１０分と交通の便に恵まれ、快適で住みやすい都市空間と自

然と調和した豊かな田園集落が融合した美しい居住空間を形成しています。 

天童市は、日本一の生産量を誇る将棋の駒で全国に名を馳せ、桜まつり人間将

棋の際には多くの観光客が訪れます。また、県内でも有数の生産量を誇るさくら

んぼや日本一の生産量を誇るラ・フランスなどフルーツ王国として多くの方に

親しまれ、収穫のシーズンは県内外からの観光客で賑わい、市内には複数の温泉

旅館や大規模な公衆浴場などが存在し、年間を通して、賑わいを醸成しています。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和７年度一般会計当初予算 ３２０億９，０００万円 

市制施行  昭和３３年１０月 １日 

人  口  ５９，７５７人 （令和７年 ８月３１日現在） 

面  積  １１３．０２平方キロメートル 

議員定数  ２１人  
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◆ 天童市子育て未来館「げんキッズ」について 

 

１ 子育て未来館「げんキッズ」開設までの背景及び経過について 

（１）背景   

  近隣の市町が室内型遊戯施設を開設したことや雨天時や冬期間の子どもの

遊び場が欲しいなどの市民からの要望もあり、子育て支援日本一を目指す上

での中核施設として開設しようと検討することとした。 

（２）経過 

年度 内容 

H21年度 第６次天童市総合計画の重点プロジェクトに位置付け 

H23年度 ・天童市子育て支援施設整備基本構想の策定 

・基本構想市民検討会（４回）の実施 

委員：学識経験者、民生委員、公民館長、PTA会長、小学校長、

保育園長、婦人会長、障がい児関係者、育児サークル代表、公募 

計１３名 

・パブリックコメントの実施 

H24年度 ・プロポーザル方式により基本設計業者を選定 

・用地取得、地質調査、基本設計 

H24～ 

25年度 

・実施設計、主体工事、機械設備工事、電気設備工事等 

H26年度 ・名称の募集（市内外から 134点の応募） 

・天童市子育て未来館の設置及び管理に関する条例の制定 

・指定管理者の公募・指定（東京ドームグループ） 

H27年度 指定管理委託開始（４月～）※５月２１日にオープン 

 

２ 施設の基本理念について 

（１）親の「育児力がアップ」する施設 

  親が楽しんで子育てすることを支援するための施設とします。親同士が子

育てについて気軽に話し合える場を設けるとともに、子育てに関する情報の

収集・発信、子育ての相談や研修等を受けることができる施設とします。 
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（２）親と子の「家族力がアップ」する施設 

 親子が楽しく交流することにより、家族の絆を深め、家族力が向上する施

設とします。 

（３）子どもの「成長力がアップ」する施設 

  友達とのふれあい等を通じて子どもたちが自ら成長する施設とします。 

（４）市民の「子育て支援力がアップ」する施設 

    子育て支援ボランティアサークルの育成、ファミリー・サポート・センタ

ーの充実等を通じ、社会全体で子育てを支援するのに役立つ施設とします。 

 

３ 建設概要について 

（１）建設期間   平成２５年１２月から平成２７年３月まで 

（２）施設概要 

◆ 敷地面積 １０４７５．７９㎡ 

◆ 構  造 鉄骨造り２階建て 

◆ 建築面積 １５８８．０９㎡（約 60ｍ×26ｍ 高さ 8.58ｍ） 

◆ 延床面積 ２２２６．７５㎡（１階 1499.38㎡、２階 727.37㎡） 

◆ その他  緑地広場 約 2000㎡、駐車場（２０６台）、屋外トイレ 

（３）工事費用  ・用地取得費           471,410,500円 

・設計委託料            21,840,000円 

・地質調査             3,129,000円 

・工事監理委託            6,382,800円 

・主体工事            683,640,000円 

・機械設備工事          166,968,000円 

・電気設備工事           61,560,000円 

・その他工事等           10,771,920円 

            合計           1,425,702,220 円 

（４）財源内訳  ・社会資本整備総合交付金（国庫） 568,681,000円 

         ・起  債            807,800,000円 

         ・一般財源             49,221,220円 

           合計           1,425,702,220 円 
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（５）施工業者等 

工事内容 業者名 

基本設計・実施設計 株式会社羽田設計事務所 

地質調査 株式会社新東京ジオ・システム 

工事監理 有限会社水戸久彌設計事務所・ともべ工務店 

主体工事 株式会社丸吉 

機械設備工事 株式会社相互設備 

電気設備工事 株式会社長岡電機工業 

 

４ 管理運営等について 

（１）管理運営について 

指定管理者 

東京ドームグループ（公募によるプロポーザル選定） 

（令和 7年 4月 1日～令和 12年 3月 31日） 

※㈱東京ドームと㈱東京ドームスポーツの共同企業体 

開館時間 午前９時から午後７時まで 

休館日 毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）及び１月１日 

利用料 入館無料（研修室と一時預かりは有料） 

利用内容 

・子どものみの利用は不可（保護者同伴）又大人のみの

入館は原則不可。 

・館内が過密になることを防ぐため、必要に応じて入場

制限を行う。 

・大型遊具等にはスタッフの職員を配置 

・四季やイベントに応じた管内装飾を行う。 

指定管理料 １０２，９９０，０００円（令和７年度当初予算） 

職員体制 

・平日１２人以上、土日祝日及び長期休業時は４人以上

の職員追加配置 

・常勤１３人、アルバイト１５人、講師１３人の合計４

１人（うち保育士７人） 
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５ 施設の概要と特徴について 

『 １階 』 

ハイハイ広場 

(対象：０歳～２歳児) 

ハイハイロード、えほんコーナー、ベビーボールプー

ル、おもちゃなど。 

ゆめ広場 

(対象:３歳～５歳児) 

ボールプール、ふわふわトランポリン、ごろごろり

ん、おもちゃコーナーなど。 

ぼうけん広場 

(対象：６歳～小学生) 

ネット製の二重らせん構造のラ・フランスタワーと

２種類の大型滑り台、たんけんトンネルなど。 

一時預かりルーム 

対象児童：生後６か月～就学前児童（定員１５人） 

利用時間：午前９時から午後６時（１日原則５時間） 

内容：施設内での講習会に参加するときや保護者が

一時的に家庭での保育が困難なとき。 

利用料金：１時間５００円（施設内の講習時は無料） 

申込：事前登録・事前予約 

授乳・オムツ替えルーム 授乳室２室、オムツ替え用台４台 

 

『 ２階 』 

子育てカフェ 
保護者動詞の交流と情報交換を目的としたエリア

で、飲食可能。持ち込みの OK。 

子育て情報コーナー 子育て関連の情報コーナー 

読み聞かせコーナー 子ども向けの絵本があり、読み聞かせできる 

多目的交流エリア イベントなど多目的に利用できるエリア 

研修室１/ボランティア室 使用は有料で事前申込が必要 

太陽光発電設備 ２階ガラス面は出力 2.28kwの薄膜太陽電池を設置 

 

『 屋外 』 

緑地（もりの広場） 芝生の上で遊べる。遊具の貸し出しも可能 

親水公園 じゃぶじゃぶ池で子どもたちが水遊び可能 
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６ 利用状況について 

（１）げんキッズの利用者数 

  山形市をはじめとする近隣市にも同様の無料で利用できる屋内遊具施設が

あり、お互いの施設を行き来するなど、市外の利用者も多くなっている。特に

仙台圏は１時間圏内であるため、利用者が多い。 

年度 利用者数 市内の割合 市外の割合 

令和４年度 １１４，３８８人 ５６．６％ ４３．４％ 

令和５年度 ２２９，０６４人 ３３．０％ ６７．０％ 

令和６年度 ２２３，３０２人 ３０．７％ ６９．３％ 

（２）一時預かりの利用者数 

年度 有料利用数 無料利用数 合計 

令和４年度 ５３４件 ２０７件 ７４１件 

令和５年度 ６１９件 ２４２件 ８６１件 

令和６年度 ７４７件 ２２３件 ９７０件 

 

７ 講座の開催について 

 げんキッズでは、年間を通じて、子どもや保護者を対象としたさまざまな講座

を開催している。 

（例）折り紙、タッチケア、音楽で遊ぼう、クラシックバレエ、ベビトレヨガ、

ママヨガ、マタニティヨガ、初めての音楽、リトミック、わくわく空手教

室、ベビーダンス、えいごであそぼう、骨盤ケア、３Bリズムダンスなど。 

 

８ 今後の課題について 

    これまで小規模な修繕は実施しているものの、建設から１０年経過し、特に機

械設備や遊具設備等の大規模な修繕が出てくる点が課題。 

    また、環境や社会変化に対応するための改善として、最近の夏の暑さ対策のた

め、令和７年度に冷房設備を増設した。来年度以降は、照明設備の LED化等を計

画している。 
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９ 主な質疑 

問．利用率が高いのはどのような時か。 

答．土日祝日と雨などの天候が悪い日は特に利用率が多く、入場規制をかけるほ

どに混みあっている。また、１月１日を除いた年末年始も開館しているため、

帰省している家族利用も多い。 

問．県外の利用が多いのはなぜか。 

答．山形県内には同様の施設で無料利用できるものが多いが、宮城県内では有料

利用の施設しかないことから、山形県内の施設を利用する方が多いと推察さ

れる。観光と併せてげんキッズを利用するような形で県外からの利用者が増

えていると考えている。 

問．施設開設当初に東京ドームグループが応募した経緯はなにか。 

答．職員が東京ドームシティ内の施設を行政視察で見学し、その際に応募しない

か打診したことが応募につながった。 

問．指定管理者として東京ドームグループが運営を担っているが、毎年利益を出

しているのか。 

答.指定管理料の積算に当たっては、指定管理者からの見積額を参考に計上して

いるため、基本的には利益があると理解している。 

問.当該施設の課題はなにか。 

答.施設に入館できるのが保護者同伴でなければならない点。高学年の市民だけ

保護者なしでも開放するかどうか検討している。また、市外の利用者が多い

ことが課題。 
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福 島 県 伊 達 市 の 概 要 

 

 伊達市は福島県の北部に位置し、県都福島市の北東に隣接しています。東

に阿武隈山系の霊山、西には吾妻連峰、北方には宮城県境の山々が遠望できる

福島盆地の中にあります。 

市役所本庁舎のある保原は海抜約 50メートルの所に位置し、市の西部を阿

武隈川が流れ、市の中心部周辺は平坦地となっており砂質壤土で耕地に適して

います。市の南部及び東部には南北に 500メートルから 800メートル程の阿武

隈高地が連なっています。 

伊達市の交通体系は市の西部を国道 4号とＪＲ東北本線が南北に走っていま

す。また、市の南部を国道 115号が東西方向に、市の中心部を国道 349号、国

道 399号が走っています。福島市と宮城県柴田町を結ぶ阿武隈急行の鉄道が、

市の中心部を南西から北東方向に走っています。 

また、本市の土地利用は、全体の面積 265.1平方キロメートルの内、森林が

101.782平方キロメートルで 38.4パーセントを占め一番広く、次に農地の

70.607平方キロメートルで 26.6パーセントとなっており、伊達市全体の 65パ

ーセントを森林と農地で占めています 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和７年度一般会計当初予算 ３０９億９，８３３万７，０００円 

市政施行  平成１８年 １月 １日 

人  口  ５５，２７１人 （令和７年 ９月３０日時点） 

面  積  ２６５．１平方キロメートル 

議員定数  ２２人 
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◆  伊達市版「ネウボラ」の取組及び条例について 

 

１ 背景 

（１）ネウボラについて 

  「ネウボラ」とはフィンランド語で「アドバイスの場」という意味で、子育

て家庭支援の「制度」であり「地域拠点」そのものの名称となっている。 

（２）取組の経過 

年度 内容 

H27年度 ・「伊達市子ども・子育て支援事業計画」の策定 

H28年度 ・「伊達な地域創生戦略」の策定 ・伊達市版ネウボラの構築 

H29年度 

・「伊達市版ネウボラ事業」の開始 

（主管課：健康福祉部健康推進課ネウボラ推進室） 

・子育て世代包括支援センター「にこにこ」のオープン 

R2年度 ・「子ども家庭総合支援拠点」の開始 

R3年度 
・「健康福祉部健康推進課ネウボラ推進室」から「教育委員会こども部

ネウボラ推進課」と名称変更し、主管課とした。 

R6年度 
・「伊達市元気な子ども・みんなの子育て条例」の施行 

・「伊達市版こども計画」の策定 

（３）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健幸づくり課 

R7 度体制 
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２ 伊達市版「ネウボラ事業」の取組 

（１）切れ目のない支援を行うための職員の配置 

取組の特徴 
・ネウボラ推進係に、保健師（２名）、相談員（３名）、公認心理

士（１名）を配置し、当該保健師が統括支援員の役割を担う。 

具体的な取

組 

・ネウボラ保健師を中心とした切れ目のない支援（原則、小学校入

学まで同じ担当とする） 

・連絡を取りやすい体制をとる（ネウボラ相談員は携帯電話を持つ） 

・ネウボラ保健師による支援プランの作成 

取組の効果 

・相談先が明確になり支援しやすく、継続的な関わりで信頼関係を

構築しやすい。 

・様々な職種が重層的に関わることで支援の幅が広がる。 

（２）子育てを社会で受け入れる取組 

取組の特徴 ・訪問等で育児パッケージを贈る。 

具体的な取

組 

・全妊婦に妊娠３２週以降訪問（Ｈ２９年度～） 

・育児パッケージ（食べる・遊ぶ・防災をテーマ）の贈呈を行いな

がら、出産の準備等を妊婦等と一緒に考える。 

取組の効果 
・顔の見える関係を作り、産後支援につなげる。 

・妊婦が出産のイメージをつけられる。 
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（３）産後の支援強化 

取組の特徴 ・産後の育児不安の強い時期にきめ細かな支援を行う。 

具体的な取

組 

産前 ・妊娠中のプレ家族教室 

出産後 ・応援メッセージ 

退院後 ・産後ケア（訪問型、デイ型、宿泊型） 

産後 
・赤ちゃんサロン（生後２か月ごろから） 

・にこにこカフェ（生後４か月ごろから） 

取組の効果 
・産後ケアの早期利用につながる。 

・すべての産婦に出産後の育児不安が強い時期に支援が可能 

（４）きめ細かな相談機会の充実 

取組の特徴 

・気軽に相談できる体制の構築（特に乳児期） 

・育児に必要な情報を得られる仕組みの構築 

・心理的相談支援体制の構築 

具体的な取

組 

・妊娠期及び乳児期の全戸訪問 ・携帯電話により相談支援 

・健康相談会の実施      ・メンタル支援の実施 

・発達支援の必要な方への専門員による支援 

・虐待等の支援が必要な方への専門員による支援 

取組の効果 
・相談に行かなくても電話や会話の中で解決できる。 

・母親同士の交流や情報交換の場にもなる。 

（５）こどもの育ちを促す取組 

取組の特徴 
・親子が楽しみながら、子ども・親育ちを伸ばせる仕組みの構築 

・母親だけでなく家族の育児参加を促進する。 

具体的な取

組 

・遊びの教室の実施  ・遊び方のヒント集、YouTube配信 

・公立園での絵本の読み聞かせの強化 

（６）子育てを楽しむしくみの構築 

取組の特徴 ・親子が気軽に子育てに関する情報を得たり、交流できる。 

具体的な取

組 

・子育てアプリ 

・子育て支援センター（市内６か所） 

・室内あそび場（市内４か所） 
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（７）保健・福祉・教育の連携の強化 

取組の特徴 
・こども部（児童福祉）は教育委員会内に所属している。 

・実務を行う職員にネウボラ推進課の兼務辞令を発出している。 

具体的な取

組 

・「伊達市総合計画」「伊達市教育大綱」にネウボラ事業を明記 

・こども家庭センターをネウボラ推進課内に配置 

・庁内関係部署が参加する定例会を実施 

・「すこやか伊達っ子「子育て・就学支援事業」により児童福祉・

幼児教育・学校教育の連携強化 

取組の効果 

・こどもの育ちを連続してみることで、スタッフが子どもたちの将

来の自立について意識するようになった。 

・学校での課題等を明確にし、妊娠期から予防できる。 

・各部門の連携強化により、専門性を有した支援・連携ができる。 

 

２ 伊達市版「ネウボラ事業」の効果や今後について 

（１）効果について 

➢ 妊娠期から切れ目のない寄り添う支援により、保護者が安定して子育て

に向き合うことができ、結果として子どもの良い育ちが促されている。 

➢ 子どもの発達段階、成長段階に合わせた支援が推進できている。 

➢ 保健・幼児教育・児童福祉・学校教育の連携強化により、支援者の気づ

きが増えた。 

（２）ネウボラ事業の今後の在り方 

方針 

・愛着形成と望ましい生活習慣を整えることを重点取組とする。 

・保護者等が過度な負担を感じず、子育ての喜びや楽しさを感じら

れる支援を行う。 

対策 

・こども家庭センターの運営（統括支援員が専門性を発揮できる組

織配置とする） 

・全庁横断的な子育て支援の推進（ネウボラ推進課が中心となり、

保健・福祉・教育が連携した施策をマネジメントする） 

・父親等の育児参加の促進 ・子育てを見守る地域づくりの推進 
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３ 伊達市元気な子ども・みんなの子育て条例について 

（１）条例制定までの経過 

令和５年度

の取組 

1. 伊達市青少年育成市民会議が令和４年度に作成した「伊達っ子の

誓い」をお披露目 

2. 子育て支援関係団体等で組織する「子ども・子育て会議」の開催 

3. 小学校～高校生及び１９歳以上の市民にアンケートを実施 

4. 市内２０校の小中学生を一堂に会した「D２０サミット」を開催

し、生の声を市長に届ける。 

5. 子どもたちの投票で決定した言葉を使い条例名を決定 

6. 条例案のパブリックコメントの実施。 

7. 令和６年３月定例会に上程、４月１日施行 

（２）条例の特徴及び概要 

➢ 子どもたちへ語り掛けるような優しい雰囲気を出すため、前文は「です・

ます調」とし、子どもが読んで分かりやすいように、条文は具体的に記

載している。 
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（３）課題と今後の取組 

【課題】 

✓ 条例の浸透及び市民の意識醸成（条例施行後に、広報紙・HP・パンフレッ

ト等での周知や親子イベント時における啓発を行ったが、まだ浸透してい

ない） 

✓ 関連事業の推進（部署が多岐にわたるため、進捗の確認や部署間での連携

が必要） 

【今後の取組】 

➢ 事業展開による浸透、市 HP・広報紙・パンフレット等により継続的な周

知、SNSの活用により積極的な情報発信 

➢ 事業の進捗確認や連携強化による子ども・子育て支援の充実 

 

４ 主な質疑 

問．メディア依存防止の取組はどのように実施しているか。 

答．PTAと教育委員会、校長会等が連携して、「伊達の子どもを守り、育てるキ

ャンペーン」と銘打ち、ゲーム機、スマホ等は小学生が夜８時まで、中学生

は夜９時までに親に預けるという啓発資料を作成し、声を掛け合って取り組

んでいる。 

問．条例制定の経緯として、議員から一般質問等で言及があったから始めた等、

議員からのアクションが由来となっているのか。 

答．前市長が子育て日本一を掲げ様々な取組をしている中で、研修や勉強会のよ

うな場所で当該内容の条例を目にしたことがきっかけとなっている。 

問. 母子保健機能を教育委員会に所管を移したことの苦労や課題はなにか。 

答. 実際に親御さんと相対するのは健康福祉部が所管となるが、児童福祉関係

との連携という部分の繋ぎの役目としてネウボラ推進課に保健師がいると

考えているため、その点は非常に責任をもって行っている。 

 

 


